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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現 状 

(１)地域の災害リスク 

①多賀城市 

（洪水：ハザードマップ） 

 当市のハザードマップによると、想定最大規模の降雨があった場合、市内各所において浸水

被害が予想され、特に市内の中心を流れる砂押川の南側において、３ｍを超える浸水が予想さ

れている。 

（土砂災害：ハザードマップ） 

 当市のハザードマップによると、市内の下馬、鶴ケ谷地区等の傾斜地が、がけ崩れなどが生

じるおそれのあるエリアとなっている。 

（地震：Ｊ－ＳＨＩＳ） 

地震ハザードステーションの防災地図によると、震度６弱以上の地震が今後３０年間で

８０％以上の確率で発生すると言われている。 

   （内水：ハザードマップ） 

    内水ハザードマップでは、想定しうる最大規模の降雨が発生した場合に市内で起こりうる

「内水はん濫」の範囲や想定される浸水深、内水はん濫に関する知識や備えなどの情報を掲載

している。 

（その他） 

 当市における風水害は、台風の太平洋岸の北上又は本州の縦断による暴風雨、発達した低気

圧の接近による集中的・局地的な豪雨によるものである。特に、短時間に大量の降雨があった

場合の平野部の低平な場所での内水氾濫が目立つ。 

短時間の集中的な降雨の場合、当市の低地の河川勾配が小さいため大量の雨水を排出でき

ず、市街化の進行による急速な雨水流出と地下への雨水浸透の阻害が浸水被害を拡大してい

る。このため、当市の水害は、家屋の浸水、道路の冠水、水田・畑などの農作物の冠水がほと

んどであり、家屋の浸水は、氾濫平野、後背湿地、旧河道に集中している。 

     

②七ヶ浜町 

（津波：ハザードマップ） 

    七ヶ浜町：ハザードマップでは、宮城県発表の津波浸水想定区域及び「東日本大震災」の浸

水域を表示し、津波による被害が想定される区域とその程度を示しており、避難所・避難場所・

避難経路等の防災関連情報を分かりやすく提供している。 

（土砂災害：ハザードマップ） 

    当町のハザードマップによると、町内の「菖蒲田浜韮ケ森」「花渕浜高山」の傾斜地が、がけ

崩れなどが生じるおそれのあるエリアとなっている。 

（内水：ハザードマップ） 

  内水ハザードマップでは、想定しうる最大規模の降雨が発生した場合に町内で起こりうる

「内水はん濫」の範囲や想定される浸水深、内水はん濫に関する知識や備えなどの情報を掲載
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しています。 

（地震：Ｊ－ＳＨＩＳ） 

    七ヶ浜町：地震ハザードステーションの防災地図によると、地域にもよるが、震度６弱以上

の地震が今後３０年間で６～３０％以上の確率で発生すると言われている。 

 

【参考:東日本大震災津波被害】 

 

  ▲東日本大震災大津波による浸水エリア:赤印 

（感染症）  

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行により、 国内

においても感染による重大な健康被害の他、サプライチェーンの崩壊、まん延防止のための外

出自粛、休業要請、イベント中止の要請等により、企業の事業活動に大きな打撃を受ける企業

が多く発生し、地域経済活動の停滞による社会に与える影響は大きい。 

 

●多賀城地域     宮城県のほぼ中央、仙台市の北東側に位置し、国道４５号線の他、ＪＲ東

日本東北本線が２駅、ＪＲ東日本仙石線が２駅を有している。 

仙台港に隣接する市南部は、主に製造関係の企業で工事地帯を形成してお

り、東日本大震災では仙台港から押寄せた津波により、多賀城地区工場地帯

から多賀城駅南口の砂押川までのエリアは、全壊・流出から床上浸水等の一

部損壊の被害を受け、仮設住宅や仮設店舗が整備されたが、多賀城地域は現

地再建地域である。            

●七ヶ浜地域     七ヶ浜町は、多賀城市の東側に位置し、南と東を太平洋、北は松島湾と、

三方を海に囲まれた港町。松島湾を望む風光明媚な景観や、漁業が盛んな町

で、「皇室献上海苔」として高い評価を得ている海苔養殖業は町の基幹産業

となっている。 

東日本大震災では町沿岸部が大津波の直撃を受け全壊・流失等の壊滅的な

被害を受けたことから、土地区画整理事業より高台集団移転等の復興事業が

実施された。 
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 【参考】令和元年東日本台風による被災状況 

  ・多賀城地域においては、多賀城駅から北西に位置する一部地域が豪雨により、床上浸水の被害 

を受け休業した事業所があったが、七ヶ浜地域においては、沿岸部においても防潮堤の完成も 

あり高波被害はなく、一部の地域で床下浸水程度に留まり、休業に至る被害はなかった。 

 

(２)商工業者の状況  

・管内事業者数                        【2024.7.1現在】 

地   域 商工業者数 うち小規模事業者数 小規模者数割合 

多 賀 城 市 1,644件 1,394件 84.79% 

七 ヶ 浜 町 447件 413件 92.39% 

合 計 2,091件 1,807件 86.41% 

 

・当会組織 10支部エリア略図 ／ 多賀城地域①～⑦、七ヶ浜地域⑧～⑩ 

 

・支部別事業者数                              (単位:件) 

       地    区 全体 小規模 地区別構成率 

 ①  八幡 241 205 14.7% 

② 桜木・栄・町前･明月･宮内 【工場地帯有】 415 290 25.2% 

③ 下馬･笠神 204 183 12.4% 

④ 伝上山・鶴ヶ谷 102 92 6.2% 

⑤ 中央・浮島 302 278 18.4% 

⑥ 山王・高橋・新田 272 247 16.5% 

⑦ 大代 108 99 6.6% 

小   計 1,644 1,394 78.6% 

 

       地    区 全体 小規模 地区別構成率 
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七

ヶ

浜 

⑧ 湊･松ヶ浜･菖蒲田・汐見台 166 157 37.1% 

⑨ 花渕･吉田･代ヶ崎・東宮・要害・亦楽 157 141 35.1% 

⑩ 遠山・境山 124 115 27.8% 

小   計 447 413 21.4% 

合    計 2,091 1,807  

 

【内  訳】 

●多賀城地域 

 ※東日本大震災の津波被害を受け他地域に移転した企業も多数あったが、仙台港背後地には大規模 

企業が多数存在し、企業間取引・運輸アクセス等の利便性から、当該地域での企業立地は多い。 

【工場地帯:当会組織 10支部エリア略図:②】 

・業種別事業者数 

業種 全体 小規模 立地状況 

建設業 374 351 ②工場地帯 20%、⑤中央地域 21%、⑥山王地域 24% 

製造業 67 51 ②工場地帯 52% 

電気･ガス･熱供給 6 1  

情報通信業 3 3  

運輸業、郵便業 62 42 ②工場地帯 55% 

卸売・小売業 351 261 市内に広く分散 

金融業、保険業 22 19 市内に広く分散 

不動産・物品賃貸業 112 96 ①八幡地域 28% 

専門技術サービス業 244 227 市内に広く分散 

宿泊業、飲食業 195 171 ②工場地帯 38%、①八幡地域 23% 

生活関連、娯楽業 28 21 市内に広く分散 

教育・学習支援業 37 34 市内に広く分散 

医療、福祉 41 40 市内に広く分散 

複合サービス事業 7 7 市内に広く分散 

上記以外(産廃清掃等) 95 70 ②工場地帯 28% 

合  計 1,644 1,394  

 

※事業所最多地域 ②桜木・栄・町前・明月・宮内「工場地帯有」地区 

当地区(415件)は多賀城全体(1,644件)の 25.2％ 

 ⇒ 上位業種件数  卸小売業     94件 

建設業      76件 

宿泊飲食サービス 74件 

製造業      35件 

運輸・郵便業   34件 

※事業継続力強化支援 最重点エリア 
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・桜木・栄・町前･明月･宮内 【工場地帯有】地区 

→ この地区には、電気部品、食料品製造の大手企業や、サプライチェーンの一部を担う企業をは

じめ、建設業、産業廃棄物処業、運送サービス業者等が工場地帯の中心部に集積し、エリア周辺

には飲食サービス業等が広く立地し、全体の約 70%が小規模事業者である。 

特に、この地区は、ハザードマップによる「洪水浸水想定区域」及び「津波浸水区域」の両方

に入っていることから、事業継続力強化に向けた取り組みが必要な地域と考える。 

 

 ●七ヶ浜地域 

  沿岸部においては、東日本大震災大津波の直撃を受け、高台集団移転等の復興事業が実施された。 

※沿岸部:当会組織 10 支部エリア略図:⑧⑨⑩／沿岸部は防潮堤整備が完了したが、高台以外は 

全て海に面している】 

・業種別事業者数 

業種 全体 小規模 立地状況 

建設業 155 149 高台地域の町内に広く分散 

製造業 42 41 ⑨花渕地域 48% 

電気･ガス･熱供給 1 1 ⑨花渕地域のみ 

情報通信業 1 1 ⑧湊地域のみ 

運輸業、郵便業 18 14 町内に広く分散 

卸売・小売業 92 81 町内に広く分散 

金融業、保険業 3 3 ⑧湊地域のみ 

不動産・物品賃貸業 19 19 ⑧湊地域 42% 

専門技術サービス業 24 20 町内に広く分散 

宿泊業、飲食業 20 18 ⑧湊地域 45% 

生活関連、娯楽業 31 31 ⑧湊地域 42%、⑩遠山地域 39% 

教育・学習支援業 11 11 町内に広く分散 

医療、福祉 6 5 ⑧湊地域 50% 

複合サービス事業 2 2 ⑨以外の地域に各 1件 

上記以外(産廃清掃等) 22 17 ⑨花渕地域 50% 

合  計 447 413   

 

 ※事業所最多地域⑧「湊地域」  湊地域(166件)は七ヶ浜全体(447件)の 37.1%。 

⇒上位業種件数   

建設業      51件 

卸小売業     38件 

生活関連・娯楽業 13件 

 

※事業継続力強化支援 最重点エリア 
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・湊･松ヶ浜･菖蒲田・汐見台      地区  → 汐見台地区以外は海に面している。 

・花渕･吉田･代ヶ崎・東宮・要害・亦楽 地区  → 亦楽以外は海に面している。 

  

  ※上記エリア全体の約 92%が小規模事業者である。立地環境により台風等による防風・高波や地 

震による津波等に備えたリスク対応が必要な地域である。 

 

(３)これまでの取組 

①多賀城市のこれまでの取組 

・防災計画の策定 

・防災訓練の実施 

・防災備品の備蓄 

・防災マップの作成 

・防災手帳の作成 

・災害時避難所運営マニュアルの作成 

・自主防災組織活動マニュアルの作成 

・防災行政無線の設置 

・災害対応型自動販売機の設置 

・地震や防災情報のメール配信サービスの実施 

・民間事業者及び自治体との災害時相互応援協定の締結 

・事業継続力強化計画策定支援事業の実施 

 

②七ヶ浜町のこれまでの取組 

・避難計画の策定 

・避難所運営マニュアルの作成 

・避難場所マップの作成 

・防災訓練の実施 

・防災備品の備蓄 

・地域防災計画の策定 

・防災行政無線の設置 

・民間事業者及び自治体との災害時相互応援協定の締結 

 

③当会の取組 

【東日本大震災発生以前】 

・宮城県商工会連合会の統一モデルを参考に、当会の大規模災害対策マニュアルを取りまとめ、

当会のみで、必要に応じ簡易な避難訓練を実施していた。 

【東日本大震災発生時】  

 ≪発災時の取組≫ 

・東日本大震災発生時は、当該マニュアルに従い、職員の安否確認・安全確保をした後、人命第

一の原則に従い、職員は家族等の安否確認・安全確保のため帰宅し、翌日の出勤についても、

当該マニュアルに基づき対応した(交通手段がなく、本商工会に出勤できない場合は、自宅近
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くの商工会に出勤等の対応を行った)。 

・翌日に、当該マニュアルに基づき、災害対策本部を多賀城会館内に設置し、対策本部長(会長)

の指示のもと、商工会 10 支部の支部長等の協力を得ながら、管内の被害状況調査を実施する

とともに、復旧支援方針を検討・決定した後、被災事業者に対する「東日本大震災特別相談窓

口」を開設した。 

 

≪被災事業者支援≫ 

・特別相談窓口では、経営・金融・労働をはじめ、国の復旧支援施策であるグループ補助金申請

など、被災事業者に対する迅速な支援を行う当会の支援体制を整備した。 

なお、現在でも補助金採択者に対しては、フォローアップ支援のためのアンケート調査を実施

し、継続支援を実施している。 

 

・災害時には、全国の商工会ネットワークにより、他の商工会からの人的支援も要請でき、バッ

クアップ体制が整備されているとともに、東日本大震災においては、補助金・金融・税務等の

相談業務に対応するため、宮城県商工会連合会サポーティングリーダーや各種支援機関からの

専門家等の人的支援をいただき、被災事業者に対する事業再建を支援した。 

 

・グループ補助金申請に伴うグループによる復興事業計画に地域行政等が開催する「防災訓練」

に毎年参加することを提案し、支援した全グループから合意を得たことから、引き続き機会が

あるごとに、多賀城市、七ヶ浜町が実施する防災訓練への参加を管内事業者に勧奨する。 

【東日本大震災関連】 ・特別相談窓口相談件数  766件 

・グループ補助金申請件数 9グループ (延べ 247件) 

               ・施設復旧支援補助金   101件 

 

【当会の現在の取組】 

・平成 29年度より、全国の商工会で、損害保険会社 4社と連携した、「商工会のビジネス総合保

険」制度の取り扱いを開始したことに伴い、当該保険の周知による自然災害リスク軽減と注意

喚起に努めている。 

・事業再建、経営支援再開の迅速化を図るため、事業者情報、記帳指導、経理・決算情報など、

経営支援に不可欠な情報の管理・利用を全国商工会連合会が運営するシステムを活用し(クラ

ウド型)、別サーバーへの保存を行っていることから、災害により商工会館が直接的な被害を

受けた際も、会員事業所の基本情報を失うことなく、業務・会員支援の再開を迅速化すること

を可能としている。(全国商工会連合会システム活用) 

・全国商工会連合会と損害保険会社が連携した、ＢＣＰ策定支援力強化支援研修会に職員が参加

し、事業者ＢＣＰ策定支援人材の育成とリスク対応に関する普及啓発に取り組んでいる。 

  ・巡回訪問や会報を活用し、国、県等が開催する事業者ＢＣＰ策定セミナー開催の周知と参加 

勧奨に努めている。 

・防災備品(懐中電灯、非常食、発電機等)を多賀城事務所・七ヶ浜事務所に備蓄しており、発災

時においても、持ち出し可能なノートパソコンと発電機を活用し、小規模事業者の基本情報に

ついてはクラウドより取得する体制が整備されている。 
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・令和 5年度は、多賀城市と連携した「事業継続力強化計画策定奨励金事業」を実施し、管内商

工業者の災害等が発生した際の対応や緊急事態に備える当該計画書の策定及び認定申請支援

を行った。 

 

Ⅱ 課 題 

   令和 2年度に策定した本計画により、当会大規規模災害マニュアルに従い、災害発生時には、

職員の安否確認、人命救助と安全確保を第一に、管内商工業者の被害状況を把握し、被災事業者

に対応した復旧支援、また、地域に対して災害支援施策を実施する多賀城市及び七ヶ浜町への被

害状況の報告や連携体制等を明確化し、管内の被害状況を共有化する体制を整備した。 

  他方で、令和 5年度に多賀城市と連携した「事業継続力強化計画策定奨励金事業」の実施によ

り、セミナー開催による周知活動や計画書策定支援を通して、最終的に 86件の申請件数となり、

一定の成果は得られたものの、当会会員事業所を含む地域小規模事業者の事業継続力強化計画の

策定状況は、未だ十分とはいえない。 

なお、民間企業が全国規模で実施した、2023年の事業継続計画に対する企業の意識調査 BCP策

定率は 18.4％、『策定意向あり』は 48.6％と 3年連続で 5割を下回る状況となっている。このよ

うな調査結果から、災害リスク対応への意識が低調となっていることが窺える。 

また、感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体

調不良者を出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、

リスクファイナンス対策として保険の必要性を周知するなどが必要である。 

ついては、下記の課題の解決に取組み、小規模事業者の事業継続力強化を継続的に支援するこ

とが必要である。 

 

(１)災害リスクが小規模事業者に十分に浸透していない 

当会地域では、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の地震と大津波により甚大な被

害が発生しており、今後の地域発展に向けては、管内の経営状況を踏まえ、かつ地域行政が策定

した防災計画に沿った、小規模事業者への自然災害に対する事業リスクと災害対応力への更なる

注意喚起が必要である。 

東日本大震災の被災地である当会エリアの小規模事業者の経営状況は、資材高騰・人材不足・

需要低迷等により厳しい経営環境であることから、より一層、災害リスクへの対応強化と事業継

続力強化計画策定の重要性についての注意喚起が必要である。 

 

(２)行政との連携支援体制の構築が必要 

地域行政との被害情報の共有化による、行政と連携した復旧支援方針決定の迅速化と、発災後

における速やかな連携支援体制の構築に取り組む必要がある。 

発災後速やかな復興支援策が行えるよう、また、域内において感染症発生時（感染症は「発生」

というタイミングがありません。「海外発生期」、「国内感染者発生期」、「国内感染拡大期」、「職場

内感染者発生期」と細分化しておくことも有用。）には速やかに拡大防止措置を行えるよう、組織

内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 
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Ⅲ 目 標 

管内小規模事業者の事業継続力強化による地場産業の振興を図るため、多賀城市、七ヶ浜町と連

携し、地域防災計画に基づき自然災害リスクと事業継続力強化に関する情報の周知に努めるととも

に、発災後における地域行政と被害情報連絡ルート及び被災事業者支援の連携体制を平時より構築

するため、下記５項目を重点目標とする。 

 

【重点目標】 

 １．地域防災計画を基に、管内小規模事業者に対して災害リスクの認識向上や事前対策の必要性の

周知に努める。 

２．巡回や窓口指導時において、全国商工会連合会が作成した「リスクチェックシート」を活用し

ながら、自然災害等のリスクに対応した共済・保険制度の加入確認及び加入推進を図る。 

 ３．多賀城市、七ヶ浜町と被害状況に関する報告ルートを構築し、災害発生時における円滑な被災

小規模事業者支援の連携体制を確立する。 

 ４．発災後、速やかに復興支援が行えるよう、組織内における指揮命令系統等の体制を確立し、関

係機関との連携を平時から構築する。 

 ５．過去の自然災害等の被災状況を踏まえ、推進重点エリアを選定し、小規模事業者に対するリス

ク対応の注意喚起に努め、事業継続力強化計画策定を支援する。 

 

 支援事業 単位 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

地域防災計画に基づく災害リスク

周知 
回 1 1 1 1 1 

リスクチェックシートによる共

済・保険の加入確認等 
件 30 30 30 30 30 

商工会自身の事業継続計画作成

(見直し回数) 
回 1 1 1 1 1 

会報・HP 等による各種制度の情報

発信 
回 1 1 1 1 1 

事業者 BCP 計画実施・フォローア

ップ支援 
回 1 1 1 1 1 

事業者 BCP 計画策定指導・助言・

個別相談 
件 10 10 10 10 10 

地域行政と連絡ルート確認のため

の訓練 
回 1 1 1 1 1 

 

※その他 

上記内容に変更が生じた場合は、速やかに宮城県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

(１)事業継続力強化支援事業の実施期間 

令和７年４月１日～令和１２年３月３１日 

 

(２)事業継続力強化支援事業の内容 

・当会と多賀城市、七ヶ浜町の役割分担、体制を整理し連携して以下の事業を実施する。 

 

＜１ 事前の対策 ＞  

・地域防災計画に基づき、本計画と整合性を整理し、自然災害発災時や感染症発生時に混乱なく応

急対策等に取り組めるようにする。 

 

１) 小規模事業者に対する災害リスクの周知    

・自然災害等リスク認識に向けた注意喚起  

①職員の巡回訪問や窓口指導時に、地域ハザードマップ等を活用し、事業所立地場所の自然災

害等のリスク及び、その影響を軽減するための取組や対策(事業休業への備え、自然災害等に

対応した損害保険・共済加入等)について説明する。 

②リスクチェックシートによる簡易診断の実施 

自然災害等におけるリスクは、建物や什器等の損害のみならず、休業による所得損失、事業

主や従業員の怪我、復旧費用の資金繰り等多岐にわたることから、全国商工会連合会が作成し

た「リスクチェックシート」を用いて簡易診断を行い、小規模事業者のリスク管理状況を確認

するとともに、リスク軽減のための対策を提案する。 

   ◆商工会が提供しているリスク軽減のための損害保険等 

財 産 の リ ス ク 〇火災・自然災害、地震・噴火等に伴う建物・什器の損害補償 

〇自動車運行に伴う事故の賠償補償 

休 業 の リ ス ク 〇事業主・従業員の休業所得補償  〇災害に伴う営業損失補償 

経 営 の リ ス ク 〇取引先の倒産に伴う債権回収困難になった場合の備え 

〇事業主、家族、従業員のけが、病気、がん等への備え 

〇廃業・退職後の生活敷金積立   〇従業員の退職金積立 

自動車のリスク 〇自動車運行に伴う事故の賠償補償 

損害賠償のリスク 〇製造者責任（ＰＬ）・情報漏えい等に関する賠償保険 

労災事故のリスク 〇業務災害、ハラスメント等の管理者賠償責任補償 

 

  ・情報の発信や共有に関すること 

当会が発行する会報や、多賀城市、七ヶ浜町の広報誌、ホームページ等において、国の施策の

紹介やリスク対応の必要性、損害保険の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取組む小規模事業者の

紹介等を行う。また、新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染

の状況も日々変化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされるこ

となく、冷静に対応することを周知する。新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドライン

に基づき、感染拡大防止策等について事業者への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋

がる支援を実施する。事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設

置、ＩＴやテレワーク環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

   ・事業者 BCP策定に関する指導・助言に関すること 
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小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ(簡易的なものを含む)の策定による実効性のある取組の

推進や、効果的な訓練等に関する情報提供をはじめ、事業継続力強化の指導及び助言を行うと

ともに、必要に応じ専門家を派遣し具体的取り組みを支援する。 

 

  ・各種制度の情報提供に関すること 

事業継続の取組に関する専門家派遣をはじめ、宮城県商工会連合会等の関係団体が主催する

普及啓発セミナー開催や行政の施策、損害保険の紹介等の事業継続力強化に関する情報を、当

会の会報やホームページ掲載等により積極的に小規模事業者に情報提供する。 

 

２) 商工会自身の事業継続計画の作成 

平成２０年６月に発生した「岩手・宮城内陸地震」を契機として、平成２１年３月に事業継続

力計画「大規模災害対策マニュアル」を作成。その後、平成２３年３月の東日本大震災の経験を

踏まえ、平成２４年４月に改訂している。毎年４月に更新し、令和６年４月に最新版を作成して

いる。 

 

３) 関係団体等の連携 

① 全国の商工会で加入勧奨している、商工会の休業対応応援共済制度(元受団体/全日本火災共

済協同組合連合会)を販売する宮城県火災共済協同組合や損害保険会社に専門家等の派遣を

依頼し、巡回・窓口相談時をはじめ、会員事業所以外も対象とした普及啓発セミナーの共催

や自然災害に対応した各種共済制度の紹介等を実施する。また、新型ウイルス感染症に関し

ては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各種保険（生命

保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介も実施する。 

② 自然災害対応力強化に関する注意喚起を促すため、関係機関に自然災害リスク対応を啓発す

るポスター等の提供を依頼し、当会に来会された事業者が目にする場所に掲示する。 

 

４)フォローアップ 

巡回、窓口指導時やアンケート調査実施により、小規模事業者の事業者ＢＣＰ等の取組状況を

把握し、業継続力強化推進会議(構成員:当会、多賀城市、七ヶ浜町)にて、状況を確認するととも

に、改善点等について協議をすることにより小規模事業者の災害リスク対応の取組について、フ

ォローアップ支援を実施する。 

 

５)当該計画に係る訓練の実施 

災害発生時に混乱なく円滑に本計画を実施できるよう、自然災害(震度６弱以上)が発生したと

仮定し、多賀城市及び七ヶ浜町との連絡ルートの確認と、必要に応じて訓練を実施する。 
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＜２ 発災後の対策に関すること ＞ 

 ・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。 

・そのうえで、管内に震度６弱以上の地震、又は当会会長が、災害対策本部設置が必要と認めた災 

害が発生した時は、速やかに「災害対策本部」を商工会内に設置し、下記の手順で職員の安否と

管内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡するとともに、多賀城市、七ヶ浜町と連携し被災小規

模事業者の支援を行う。 

  なお、当会で設置する災害対策本部の組織体制は次の通り。 

 

【災害対策本部の組織体制と業務】 

対 策 本 部 全 体 

危機管理対応の職場内調整、突発的事案の対応 

被災会員事業所の状況等の情報収集と発信 

基本行動要領の決定と指示 

本 部 長 

（ 会 長 ） 

危機管理対応方針の決定、危機管理対策の全般統括 

地 区 対 策 本 部 長 

（ 副 会 長 ） 

対策本部との連絡調整、危機管理対応の支部内調整 

支部内商工会の情報収集と発信、対策本部決定方針の支部への徹底 

本 部 長 代 行 

（事務局長・参事） 

本部長の補佐、職員の出勤体制の決定、行政及び県連への報告 

最優先業務の決定、平時体制移行の決定、その他全体的な事項 

副 本 部 長 

（課長・副参事） 

本部長及び本部長代行の補佐、官公庁対策 

責   任   者 

（ 支 所 責 任 者 ） 

職員の状況確認（自宅の状況、通勤困難、帰宅困難者等） 

対策本部の設営、本所・支所（事務所）との連絡調整 

会員支援項目の立案、重要書類の保全 

情 報 収 集 担 当 員 
責任者の補佐、役員並びに会員の被災状況調査及び集計 

職員及びその家族の安否確認並びに各商工会情報の収集 

支 部 役 員 支部の被害状況報告 

 

１) 応急対策の実施可否の確認 

・職員の安否報告に関すること 

① 発災後１時間以内に職員の安否報告を行う。 

【手段】大規模災害対策マニュアルに基づく緊急連絡網等も活用し、業務従事の可否、大まか 

な被害状況(家屋被害や道路状況)等を、当会と多賀城市、七ヶ浜町で共有する。 

② 職員の安否を確認したうえで、当会と多賀城市、七ヶ浜町により応急対策の方針を決定し、

管内小規模事業者の被災状況の把握に努め、情報の共有化を図る。 

③ 国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い・う

がい等の徹底を行う。 

④ 感染法流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法３２条に基づき、政府による「緊急事

態宣言」が出た場合は、多賀城市、七ヶ浜町における感染症対策本部設置に基づき当会によ

る感染症対策を行う。 
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２) 応急対策の方針決定 

・被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針と決定に関すること 

① 当会と多賀城市、七ヶ浜町との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

② 職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

③ 大まかな被害状況を確認し、速やかに情報共有する。 

 

【被害規模の目安は以下を想定】   

大規模な被害がある 

・地区内１０％程度の事業所で「瓦が飛ぶ」「窓ガラスが割れる」等の

比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で「床上浸水」「建物の全壊・半壊」等の大

きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは交通網が

遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で「瓦が飛ぶ」「窓ガラスが割れる」等の比

較的軽微な被害が発生している。 

・地区内０．１％程度の事業所で「床上浸水」「建物の全壊・半壊」等

の大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

  ※連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

④ 本計画により、当会と多賀城市、七ヶ浜町は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～２週間 １日に２回共有する。 

３週間～１カ月 １日に 1回共有する。 

１カ月以降 ２日に 1回共有する。 

⑤ 多賀城市が策定した「多賀城市インフルエンザ等対策行動計画」、七ヶ浜町が策定した「七ヶ

浜町インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、必要な情報の把握と発信を行うとともに、

交代勤務を導入する等体制維持に向けた対策を実施する。 

 

＜３ 発災時における指示命令系統・連絡体制 ＞   

 ・管内小規模事業者(商工業者)の被害状況の確認及び報告に関すること  

① 被害情報を迅速に把握できる指示命令系統を構築し、多賀城市、七ヶ浜町及び宮城県、宮城

県商工会連合会に報告する。 

※被害情報については、指示命令系統を構築後、当会情報収集担当職員が中心となり、迅速 

な情報収集に努める。 

② 自然災害発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行 

う仕組みを構築する。 
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③ 二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。 

④ 当会と多賀城市、七ヶ浜町は被害状況の確認方法や被害額(建物、備品、商品等)の算定方法

について、訓練等を実施の上、あらかじめ確認する。 

※多賀城市、七ヶ浜町には、市町ごとに区分し宮城県作成の被害状況調査票で報告する。 

 なお、報告についても、あらかじめ訓練等を実施する。 

⑤ 当会と多賀城市、七ヶ浜町が共有した情報を、多賀城市、七ヶ浜町より県地方振興事務所へ

報告する。 

⑥ 感染症流行の場合、国や県等からの情報や方針に基づき、当会と多賀城市と七ヶ浜町が共有

した情報を各市町より県地方振興事務所へ報告する。 

※ただし、急を要する場合については、県商工金融課又は東北経済産業局が直接情報収集する場

合がある。 

 

※報告連絡体制フロー図   

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        状況報告・情報共有 

 

 

 

※多賀城事務所に被害状況に関する情報を集約し、多賀城市、七ヶ浜町及び宮城県商工会連合会に

報告する。 

※当会施設の被災状況により多賀城事務所が機能しない場合は、七ヶ浜事務所が当該機能を果た

す。 

【関係市町村、団体連絡先】 

・多賀城市 都市産業部 産業振興課 

多賀城市中央 2-1-1      ℡:022-368-4204 FAX:022-368-9069 

 

多賀城・七ヶ浜商工会   多賀城事務所 

多賀城市 七ヶ浜町 

県地方振興事務所 

県商工金融課 東北経済産業局 

宮城県商工会連合会 

多賀城・七ヶ浜商工会  七ヶ浜事務所 
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・七ヶ浜町 まちづくり振興課 

七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺 5-1  ℡:022-357-7443 FAX:022-357-5744 

・宮城県商工会連合会 

仙台市青葉区上杉 1-4-2    ℡:022-225-8751 FAX:022-265-8009 

 

＜４ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・管内小規模事業者の経営状況の確認に関すること 

下記により相談窓口を迅速に開設し、被害詳細を把握するとともに、支援施策の周知と小規

模事業者の被害状況に応じた復旧支援を行う。 

① 相談窓口の開設方法について、宮城県商工会連合会や多賀城市と七ヶ浜町と協議する。（国・県

から要請があった場合は、特別相談窓口を設置する。） 

② 安全性が確認された地域および建物において、相談窓口を設置する。 

③ 地区内小規模事業者の被害状況の詳細を確認するとともに、経営状況についても確認をする。 

④ 応急時に有効な、国・県・多賀城市・七ヶ浜町等の被災事業者施策について、管内小規模事業

に周知する。 

⑤ 管内小規模事業者の被災後の事業継続計画（ＢＣＰ）あるいは事業継続力強化計画の取組状況

を確認するとともに被災前においても事業継続計画、事業継続力強化計画の策定状況について

把握しておく。 

⑥ 感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした支

援策や相談窓口の開設等を行う。 

 

＜５ 地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

① 多賀城市、七ヶ浜町と連携し、宮城県の方針に従い支援方針を決定するとともに、宮城県商工

会連合会や国・県・地域行政等の支援機関との連携により、被災小規模事業者に対して有効な

復興支援を行う。 

② 被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合は、他の地域からの応援派遣等を

宮城県商工会連合会等に相談する。 

 

＜６ 地域防災計画との連携に関すること＞ 

 ① 多賀城市と七ヶ浜町の地域防災計画に基づいて、物価安定や救助用物資、復旧資材の確保につ

いて協力する。 

② 多賀城市、七ヶ浜町の防災訓練への参加勧奨及び日頃から連携強化に努める。  

 

※その他 

上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県に報告する。 
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（別表２） 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和６年１２月現在） 

（１）実施体制 

多賀城・七ヶ浜商工会と多賀城市、七ヶ浜町の事業継続力強化支援事業実施に係る体制 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

連携・連絡調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  ←情報収集→ 

  

商工会長 

(対策本部長) 

商工会事務局長 

(対策本部長代行) 

【多賀城事務所】 

商工会経営支援課長(副本部長) ＋ 法定経営指導員 

【多賀城事務所】 

多賀城地区責任者 

【七ヶ浜事務所】 

七ヶ浜地区責任者 

多賀城市 

都市産業部 

産業振興課 

七ヶ浜町 

まちづく

り振興課 

多賀城市長 七ヶ浜町長 

副会長 

(多賀城地区 

対策本部長) 

副会長 

(七ヶ浜地区 

対策本部長) 

情報収集担当職員 情報収集担当職員 

多賀城市 

総務部 

危機管理課 

多賀城地区 

正副支部長・支部役員 

七ヶ浜地区 

正副支部長・支部役員 

七ヶ浜町 

防災対策室 
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（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  経営指導員 三好 啓介、野村 俊介（連絡先は後述（３）①多賀城事務所参照） 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言 

※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う。 

 ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

 ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

① 多賀城・七ヶ浜商工会 

多賀城事務所 

〒985-0872 宮城県多賀城市伝上山3-1-12 

℡:022-365-7830 / FAX:022-365-7880 

E-Mail：tagashichi_sci@office.miyagi-fsci.or.jp 

   

七ヶ浜事務所 

〒985-0802 宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜野山5-1 

℡:022-357-3912 / FAX:022-357-5125 

E-Mail：nanahama@cocoa.ocn.ne.jp 

 

②  関係市町村 

・多賀城市 都市産業部 産業振興課 

    〒985-8531  宮城県多賀城市中央２－１－１ 

℡:022-368-4204 / FAX:022-368-9069 

E-Mail：shoko@city.tagajo.miyagi.jp 

 

・七ヶ浜町 まちづくり振興課 

〒985-8577 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1 

℡:022-357-7443 / FAX:022-357-5744 

E-Mail：suishin@shichigahama.com 

 

mailto:shoko@city.tagajo.miyagi.jp
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

                                      （単位 千円） 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

必要な資金の額 100 100 100 100 100 

 
パンフ等郵送

代金 

100 100 100 100 100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、多賀城市補助金、七ヶ浜町補助金、雑収入 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 


